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                      柏監第４９１号  

                     令和８年４月１日  

 

 柏 市 長  太  田  和  美   様  

 柏 市 教 育 委 員 会 教 育 長  田  牧    徹   様  

 柏 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長  久  保  雅  孝   様  

 柏 市 農 業 委 員 会 会 長  染  谷       様  

 柏 市 代 表 監 査 委 員  中  山  浩  二   様  

 

           柏市監査委員   中  山  浩  二  

           柏市監査委員   小  栗  一  徳  

           柏市監査委員   林    伸  司  

           柏市監査委員   櫻  田  慎太郎  

 

 

   令和８年度年間監査計画について（通知）  

 

 今年度の監査，検査及び審査（以下「監査等」という。）につい

ては，柏市監査基準によるほか，次のとおり基本方針を定めるとと

もに，監査等の重点項目を設定し，年間監査等予定に基づき実施し

ます。  

１  基本方針  

  市の行財政運営の健全性及び透明性に寄与するため，事務事業

について経済的，効率的かつ効果的に実施されているか検証して

いくとともに，事務の執行における合規性のみならず，行政運営

の合理化にも注視した監査等の執行を目指します。  

  また，令和８年度当初予算は，第六次総合計画の２年次目とし

て，本市が目指す将来の姿「柏に関わる一人ひとりが思いを実現

できるまち」の実現に向けた取組を着実に推進するものとなって

います。監査委員においては，本市の将来像の実現に向けた取組

の進展を踏まえつつ，令和７年度の定期監査等における指摘や意

見等の事項について，各部局でどのような対応を行っているかを

継続的に確認するとともに，監査等において問題が発覚した場合

は，その原因や背景等にも言及し，改善を促していきます。  

２  監査等の重点項目  

 (1) 定期監査  
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  ア  適正な事務の執行状況の確認  

    各部署が実施する財務に関する事務及び経営に係る事業の

管理並びに事務の執行全般について，合規性や正確性を中心

に，経済性，効率性，有効性にも着目し，財務監査に加えて

行政監査の要素も加えた監査を実施します。  

    また，実効性及び網羅性を持たせるため，必要に応じて令

和７年度以前の事務も監査対象とします。  

    なお，これまでの定期監査で確認している個人情報漏えい

事案については，再発防止策の効果等について，継続して監

査を行います。  

  イ  公 金 以 外 の 現 金 等 （ 以 下 「 準 公 金 」 と い う 。） の 取 扱 い 状

況の確認  

    令和７年９月に発生した職員による横領事件を受けて同年

度中に実施した行政監査の内容を継続確認します。各部署に

お け る 準 公 金 の 保 有 状 況 と ，「 柏 市 公 金 以 外 の 現 金 等 取 扱 基

準」の遵守・定着状況，市立小中学校及び市立高等学校にお

ける取扱い状況を確認します。  

  ウ  補助金に係る消費税等仕入控除税額の取扱い状況の確認  

    令和６年度包括外部監査の結果において，柏市包括外部監

査人より「全庁的に補助金の交付要綱等について，補助金に

係る消費税等仕入控除税額の報告を求める条文を追加するべ

き で あ る 。」 と 意 見 が 付 さ れ ま し た 。 こ れ を 受 け て ， 令 和 ７

年１０月２１日付け柏財財第５４６号にて財政課から通知さ

れた補助金交付要綱の改正等の対応について，各部署で実施

されているかを確認します。  

  エ  指定公金事務取扱者制度への移行状況の確認  

    令和６年４月１日の地方自治法改正により創設された指定

公金事務取扱者制度（地方自治法第２４３条の２）への移行

の経過措置期間が終了したため，該当する各部署において移

行が適正に行われているかを確認します。  

 (2) 随時監査  

  ア  工事監査  

    監査委員が必要と判断した場合は随時に実施します。  

  イ  行政監査  
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    定期監査に合わせて実施するほか，監査等の結果を踏まえ

対象を選定します。  

  ウ  財政援助団体等監査  

    監査委員が必要と判断した場合は随時に実施します。  

 (3) 例月現金出納検査  

   対面での質疑は，昨年度と同様に令和７年度３月分の現金出

納 検 査 は 全 会 計 の 質 疑 を 実 施 し ま す 。 そ の 後 の 検 査 は ， 一 月

の 対 面 で の 質 疑 は ， 原 則 １ 又 は ２ 会 計 と し ま す が ， 書 面 検 査

対 象 の 会 計 に つ い て も ， そ の 結 果 を 考 慮 し ， 必 要 が あ る と 判

断した場合は適時対面での質疑を実施します。  

 (4) 決算審査及び基金運用状況審査  

  ア  重点事業等の実施結果の確認  

    「令和７年度当初予算案の概要」に掲載されている重点事

業に加え，令和７年度中に補正予算及び専決処分により計上

された予算に係る事業について，目的や目標及び目的達成に

向けた活動に対する実施結果を可能な限り数値化した目標値

及びその根拠に基づき確認します。  

  イ  債権の管理状況等の確認  

    各債権の管理等に係る事務を適正に行っているかを確認し

ます。  

  ウ  工事，委託及び物品契約の完了（納品）状況等調査  

    令 和 ７ 年 度 中 に 工 期 （ 委 託 及 び 物 品 の 場 合 は 「 納 期 」） が

終了した工事の竣工状況並びに委託及び物品の検収状況等に

ついて，試査による関係書類の確認及び現地調査を実施しま

す。  

  エ  学校給食の公会計化実施状況の確認  

    教職員の業務負担軽減及び市民サービスの向上等を図るた

め，令和７年４月から学校給食費の徴収・管理を市が実施し

ています。実施後１年が経過した現状と，課題等を確認しま

す。  

 (5) 健全化判断比率等審査  

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判

断比率等について ，計算の正確性を 確認することに加 え，令和

７年度決算に係る財政の健全性について審査します。  
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 (6) 住民監査請求監査  

   住民監査請求に対しては，法令等に従い確実に対応します。  

３  年間監査等予定  

  令和８年度の監査等の種類別実施予定時期等については，別添

のとおりとします。  
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別添【令和８年度年間監査等予定】 

 １ 定期監査予定表  

区分     
通 知 日 

資料提出期限 
執行日 

時 間 

10:00～12:00 13:00～15:00 15:10～17:10 

１次 

８月末 

まで 

執行分 

８月 ３日 

(月) 

 

９月２４日 

(木) 

１０月９日 

(金) 
環境部 上下水道局 福祉部 

１０月１３日 

(火) 
生涯学習部 市民生活部 

経済産業部 

議会事務局 

選挙管理委員会事務局 

監査事務局 

農業委員会事務局 

１０月１４日 

(水) 

（※）教育総務部 

学校教育部 
消防局  

２次 

９月末 

まで 

執行分 

８月 ３日 

(月) 

 

１０月２３日 

(金) 

１１月 ４日 

(水) 
土木部 こども部 都市部 

１１月９日 

(月) 
(※)健康医療部 

危機管理部 

総務部 

広報部 

企画部 

財政部 

会計課 

（※）教育総務部・学校教育部及び健康医療部については，質疑の時間を 9：40～ 

   12：00とします。 

 

 ２ 行政監査予定表 

執行日 時 間 対 象  

未 定 未 定 監査委員が必要と認めたもの 

  

 ３ 財政援助団体等監査予定表 

執行日 時 間 対 象 

未 定 未 定 監査委員が必要と認めたもの 

 

 ４ 工事等監査予定表 

執行日 時 間 対 象 

未 定 未 定 監査委員が必要と認めたもの 
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５ 例月現金出納検査予定表 
  

年 度 執 行 日 

執 行 日 時 

 場所 資料提出期限 一般・特別

会計 

病院 

事業会計 

水道 

事業会計 

下水道 

事業会計 

令和７年度 

３月分 

 令和８年 

５月２７日 

(水) 

１３：３０ 

～ 

１４：００ 

～ 

１４：３０ 

～ 

１５：００ 

～ 

４ 

０ 

３ 

会 
 

議  

室 

※ 
 

 令和８年 

５月２１日 

(木) 

令和８年度 

４，５月分 

（一般・特別

会計は令和７

年度４，５月

分を含む） 

６月２９日 

(月) 
１３：３０ 

～ 
書面検査 書面検査 書面検査 

６月２３日 

(火) 

６月分 
７月２８日 

(火) 
書面検査 

１３：３０ 

～ 
書面検査 書面検査 

７月２２日 

(水) 

７月分 
８月２８日 

(金) 
書面検査 書面検査 

１３：３０ 

～ 
１４：００ 

～ 
８月２４日 

(月) 

８月分 
９月２９日 

(火) 

１３：３０ 

～ 書面検査 書面検査 書面検査 
９月２４日 

(木) 

９月分 
１０月３０日

(金) 
書面検査 書面検査 書面検査 書面検査 

１０月２６日 

(月) 

 

１０月分 

 

１１月２７日

(金) 
書面検査 

１３：３０ 

～ 
書面検査 書面検査 

１１月２０日 

(金) 

 

１１月分 

 

１２月２５日

(金) 
書面検査 書面検査 

１３：３０ 

～ 
１４：００ 

～ 
１２月２１日 

(月) 

 

１２月分 

 

 令和９年 

１月２８日 

(木) 

１３：３０ 

～ 書面検査 書面検査 書面検査 

 令和９年 

１月２２日 

(金) 

 

１月分 

 

２月２６日 

(金) 
書面検査 

１３：３０ 

～ 書面検査 書面検査 
２月１９日 

(金) 

 

２月分 

 

３月２９日 

(月) 
書面検査 書面検査 

１３：３０ 

～ 
１４：００ 

～ 
３月２３日 

(火) 

    ※ 書 面 検 査 の 執 行 月 で あ っ て も ， 必 要 に 応 じ て 監 査 委 員 質 疑 を 実 施

す る 場 合 が あ り ま す 。  
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６  決算審査及び基金運用状況審査予定表  

審 査 日 時  間 対 象 部 局 

７月１０日 

(金) 

 

 ９：３０～１０：３０  市民生活部  

１０：４０～１１：４０  福祉部 

１３：１５～１４：１５  都市部 

１４：２５～１５：２５  消防局  

１５：３５～１６：５５  教育総務部，学校教育部 

７月１３日 

(月) 

 ９：３０～１０：３０  環境部 

１０：４０～１１：４０  こども部 

１３：１５～１４：１５  上下水道局 

１４：２５～１５：２５ 

 経済産業部，農業委員会事務局，議

会事務局，選挙管理委員会事務局，監

査事務局  

１５：３５～１６：５５  健康医療部 

７月１６日 

(木) 

 ９：３０～１０：３０  土木部 

１０：４０～１１：４０  生涯学習部 

１３：１５～１４：１５  危機管理部，総務部，広報部 

１４：２５～１５：４０  企画部，財政部，会計課 (※) 

１５：５０～１６：５０  （予備時間） 

（※）審 査 開 始 前 に ， 令 和 ７ 年 度 末 現 在 に お い て 保 管 し て い る 有 価 証 券 の

確 認 及 び 令 和 ７ 年 度 決 算 見 込 み の 概 要 説 明 が あ り ま す 。  

 

７  健全化判断比率等審査予定表  

執行日  時   間  

８月１０日（月） １３：３０～１４：３０  


